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議事次第

建設業の「事業継続計画(BCP)」作成に関する講習会

日 時：令和８年５月１２日（火）13:30～

場 所：WEB
１．開 会

２．議 事
１）建設会社における災害時の建設業事業継続力認定制度の概要と
申請資料の作成方法について（国土交通省 近畿地方整備局 防災室）

３．閉 会

資料 建設会社における災害時の建設業事業継続力認定制度の概要と申請資料の作成
方法について（近畿地方整備局）
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

１．日本の自然災害について
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近畿地方整備局

気候変動、激甚化する災害

・降水量の変化による災害リスク

・洪水発生頻度の変化
・近年の自然災害（水災害）

・近年の自然災害（土砂災害）

地震による災害の状況

・地震の発生状況（2024年）

・将来における地震災害のリスク

日本の自然災害について
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近畿地方整備局

※国土交通省 気候変動を踏まえた治水計画に係る技術検討会資料より

洪水発生頻度の変化

5

元データ

気候変動を踏まえた治水計画に係る技術
検討会 - 国土交通省水管理・国土保全局

https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/chisui_kentoukai/index.html
https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/chisui_kentoukai/index.html
https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/chisui_kentoukai/index.html
https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/chisui_kentoukai/index.html
https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/chisui_kentoukai/index.html


近畿地方整備局降水量の変化による災害リスク

近年、雨の降り方が大きく変化

○ 時間雨量50mmを超える短時間強雨の発生件数が増加。
○ 気候変動の影響により、水害の更なる頻発・激甚化が懸念。
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１時間降水量50mm以上の年間発生回数（アメダス1,300地点あたり）

約４０年で

＊気象庁資料より作成

（気象庁が命名した気象現象等を追記）
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○災害リスクの説明全般について

⇒降水量変化、台風、地震のリスク分類構成ではなく、BCP

の想定災害の種類（洪水、土砂災害、高潮、津波、地震）に
対応した事例をそれぞれ基本１枚程度で整理してください。
⇒シンプルに概要と写真とハザードマップ上の災害情報（浸
水深）などと関連付けて整理下さい。
⇒使わない資料はいったん参考資料として下さい（本資料の
一番後ろへ）

参考資料へ



近畿地方整備局

出典）ＩＰＣＣ第６次評価報告書（第１作業部会報告書）政策決定者向け
要約暫定訳（文部科学省及び気象庁）を基に近畿地方整備局作成

温室効果ガス
排出が少ない
シナリオの場
合

温室効果ガス排
出が非常に多い
シナリオの場合

気温上昇
約１．８℃

(1.3℃～2.4℃)
約４．４℃

(3.3℃～5.7℃)

海面上昇 ３２～６２ｃｍ ６３～１０１ｃｍ

・2100年の平均気温と平均海面水位の上昇

資料）ＩＰＣＣ第４次報告書（第１作業部会）をもとに河川局で作成

最大
590mm

・平均海面水位
温暖化や海面上昇は数世紀続く

平均気温 １.８～４.４℃上がる↑

平均海面 ３２ ～ １０１cm上がる↑

と予想されている。

2100年の地球では・・

気候変動

7

・平均海面水位

資料）ＩＰＣＣ第６次評価報告書（第１作業部会報告書）政策決定者向け
要約暫定訳 図SPM.8（文部科学省及び気象庁）に近畿地方整備局加筆

・平均海面水位

出典）ＩＰＣＣ第６次評価報告書（第１作業部会報告書）政策決定者向け
要約暫定訳（文部科学省及び気象庁）より、図SPM.8を転載



近畿地方整備局近年の自然災害（水災害）
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出典：令和７年度   水管理・国
土保全局関係 予算概算要求
概要

水災害を一枚で説明する
場合の候補（不要であれ
ば削除）

令和８年度 概算要求の概要

気候変動による水災害の激甚化・頻発化

○短時間強雨の発生の増加や台風の大型化等により、近年は浸水被害が頻発しており、既に地球温暖化
の影響が顕在化しているとみられる。さらに今後、気候変動による水災害の激甚化・頻発化が予測されてい
る。
○こうした災害に備え、「第１次国土強靱化実施中期計画」（令和７年６月閣議決定）に基づき、国土強靱化
の取組を着実に推進する。



近畿地方整備局近年の自然災害（土砂災害）

9出典：水管理・国土保全局HP 令和７年に発生した土砂災害



近畿地方整備局地震発生状況（２０２５年）

対象期間
2025/1/1～2025/12/31

震度４以上の地震を表示
（内訳）
震度４  ９７回
震度５弱 ９回
震度５強 ４回
震度６弱 １回
震度６強 １回
震度７  ０回

気象庁HPより 10

ノートを少し変えました（太字の部分）



近畿地方整備局

上町

有馬～高槻
生駒

京都盆地～奈良盆地

三方～花折

三峠～京都西山

中央構造線

野坂

六甲

志筑
湊～本庄

琵琶湖西岸

敦賀

柳ヶ瀬

養老

木津川

活断層帯による地震

東南海地震 東海地震 南海地震 

山崎

南海地震
発生確率６０％程度

東南海地震
３０年以内の発生確率
「60％から90％程度以上」と「20％から50％」

東海地震
いつ発生してもおかしくない

海溝型地震
（発生確率は今後３０年以内）

活断層型地震の特徴

・いつ、どこで、どの程度の
  規模で発生するか不明
・都市直下の可能性もある。
・Ｍ７クラス

海溝型地震の特徴

・周期的に発生
・被害が広域
・大津波を伴う
・Ｍ８クラス

将来近畿地方で懸念される大地震

将来における地震災害のリスク
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地震のハザードマップがない
ので、これは使用する



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

２．建設業事業継続力認定制度の概要
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近畿地方整備局

• BCP（事業継続計画）とは、企業が自然災害、大火災、

テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、事
業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業
の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常
時に行うべき活動や緊急時における事業継続のため
の方法、手段などを取り決めておく計画のことです。

事業継続計画（BCP）とは

13

自然災害に対して、社会基盤の二次災害防止や緊急対応、早期復旧・復興を図
るため、自社の被害を軽減し、早期に通常業務に復帰するための災害対応力の
強化を図る計画のこと。
早期に業務復旧をするためには、災害想定を行い、事前準備、発災後にどのよう
な行動を取るのかを決めておく必要があります。

大規模な自然災害の発生
（地震・風水害・降雪など）

自社の被害軽減・通常業務への早期復帰

被害状況
の把握 連絡手段

優先すべき
業務

平常時から対応を想定・計画

指揮系統 復旧に必
要な対応

事業継続計画の概念図 内閣府「事業継続ガイドライン」より抜粋



近畿地方整備局

事前に備えておくべきこと

・被害の想定

事業継続計画（BCP）とは

・災害体制の発動基準
・対応責任者（代理者）、指揮系統、対応要員
・連絡手段

災害発生

確認すべき項目（時系列順）

・優先的に行うべき業務
・資機材の保有状況
・応急対策への参加

災害対応体制の確立

二次災害の防止

被災状況の確認

重要業務への対応

・社員の安否確認
・社屋、拠点の点検

・避難場所、経路の確認
・施工中現場の確認、二次災害防止

・ハザードマップ、避難ルートの確認
・連絡先、連絡手段の確認

・社屋、拠点の耐震性、耐水性チェック
・書棚や家具の固定、データバックアップ
・訓練の実施 14



近畿地方整備局近畿地方整備局における認定制度について

１５

建設会社が備えている基礎的事業継続力を近畿地方整備局が評価し、適合した建設会社に対する認
定証の発行および、その建設会社を公表することにより、建設会社における事業継続計画の策定を促
進し、近畿地方整備局管内の災害対応の円滑な実施と地域防災力の向上を目的として行う。 

災害時建設業事業継続力（BCP）認定制度の概要

申込

（新規、更新）

審査

（審査部会）
認定委員会 認定証発行

認定委員会にて認定証発行可否を審議

建設業BCP認定マーク

【認定の概要】

➢ 認定は申込要領に基づき適否を確認し、適合した建設
会社に対し、近畿地方整備局が「災害時の事業継続
力を備えている建設会社」として、認定証を交付。

【認定にあたっての評価】（新規申込み）

➢ 「災害時の事業継続力を備えている建設会社」としての
適否を確認・評価するもの。

【総合評価落札方式における加点】

➢ 認定された建設会社等は、総合評価落札方式の入札時
に「企業の施工能力」の項目で加点対象（１点）

【申込みの対象となる会社】

➢ 建設業法に基づく許可を受け、本店、支店、営業所の
いずれかが近畿地方整備局管内にあり、かつ近畿地方
整備局における一般競争（指名競争）参加資格の認定
を受けている建設会社。

＜申込受付＞：２回/年（前期・後期）
＜認定期間＞：認定日より２年間（新規の場合）
     ※更新の場合は５年間

（令和８年度から）

【申込受付期間】
➢ 申込期間
➢ 前期： ５月１日（金）～６月３０日（火）

（認定に関する相談窓口）
近畿地方整備局 防災室
近畿地方整備局 港湾空港部 港湾空港防災・危機管理課



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

３．建設業事業継続計画書の作成について
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近畿地方整備局事業継続計画の構成概要について

A重要業務の対応
➢ 災害直後から時間軸に沿って自社が行うべき重要業務を設定し、対応の流れ（発災後3～7日後程度）を整理。
➢ ハザードマップから自社の想定最大規模の被害についても整理。

・計画書の構成内容について概要を説明
・A～Ｆの関係性や、実災害時のフローなどに絡

めて何のためにこれをするのかをしっかり説明
出来たらなお良し。（とりあえず箇条書き）
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事業継続計画の構成概要

B災害時の対応体制
➢ 災害時の対応体制（役割、指示系統、連絡手段、指揮者の代行順位等）の整理、確実な安否確認手段の設定。
➢ 費用のさほどかからない対策（書棚固定等）の実施計画についても整理。

C対応拠点の確保
➢ 災害時に関係各社等と連絡をとるための対応拠点が使えない場合を想定し、「代替拠点」を選定。
➢ 代替拠点へ移行する際の基準（震度や雨量）や、その意思決定者についても定める。

D情報発信・情報共有
➢ 発災直後に速やかに情報発信・情報共有をはかることが重要な関係先等と自社について、相互の連絡対応窓

口の連絡先を記載。災害時にも繋がりやすい連絡手段であることに留意する。

E人員と資機材の調達
➢ 自社で保有する「人員や資機材」の種類や量を整理。また、災害時に必要資源を確保するための依頼先として、

常日頃から取引している協力会社などの連絡先を把握し、災害時に備える。

F訓練と改善の実施
➢ 計画策定した内容についての実効性を高めるため、年に１回以上実施する訓練計画について定める。
➢ 計画内容の改善（根幹事項の見直し）や点検（情報更新等）等についても記載する。

事業継続 初めての方へ : 防災情報のページ - 内閣府 (bousai.go.jp)



近畿地方整備局【参考】様式集について
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①近畿地方整備局のホームページを開く
https://www.kkr.mlit.go.jp/index.html

ホームページ画面

②防災をクリック

③建設業BCPをクリック

https://www.kkr.mlit.go.jp/index.html


近畿地方整備局

A 重要業務の対応

19



近畿地方整備局A-1 目的・趣旨、基本方針

➢ 災害時に実用性のある計画とするために、事業継続計画を策定する意義・
目的を明確にすることが重要。

A-1 目的・趣旨、基本方針 作成例

申込要領P15

＜作成のポイント＞
✓ 事業継続計画について、目的・趣旨、基
本方針について記載

＜作成のポイント＞
事業継続計画策定の目的と効果について記載
✓ 被災しても重要業務を中断させず、中断したとしても早期に回復することを目指す
✓ 地域の建設会社として、救助、復旧活動を行い地域の期待に応える など

＜記載のポイント＞
計画の方針を項目ごとに整理し記載
✓ 従業員・関係者の安全確保
✓ 取引先の信頼維持
✓ 施工中の現場、社屋等での二次災害防止
✓ 地域社会復興への貢献
✓ 協力会社との連携、支援 など

○目的・趣旨

○基本方針

20



近畿地方整備局作成例

21

目的or趣旨

事業継続計画は、災害・事故・事件等で当社の社員、社屋、現場などに相当の被害を受けても重要業務
をなるべく中断させず、中断したとしても早期に復旧できるようにするものである。
災害・事故等が発生した場合、当社はできる限り地域の救助、復旧活動を行い地域の期待に応える。

基本方針

①社員・家族・来訪者等の生命・身体の安全の確保
災害、事故、事件等の発生時においては社員・家族・来訪者等の生命・身体の安全を第一とする。

②取引先の信頼維持

③現場、社屋等の2次災害防止
現場、社屋等について、倒壊、危険物の流出、火災などにより被害の拡大がないように適切に行動し
2次災害の防止を行う。

④地域社会復興への貢献
当社の技術・技能、建設機械等を活用し、地域社会の復旧に努める。

⑤協力会社との連携・支援
協力会社と日頃から連絡等をとり、体制を確保する。協力会社が被災した場合は、できる限り支援を
行う。協力会社の復旧出来た後は、復興に向け協力会社と連携し対応を行う。



近畿地方整備局A-2 被害の想定

ハザードマップポータルサイト：震度被害マップ

22

参 考

震度被害マップ
（震度分布）等の
確認が行える

URL：https://disaportal.gsi.go.jp/hazardmap/bousaimap/index.html?code=1

A-2 被害の想定

申込要領P16

https://disaportal.gsi.go.jp/hazardmap/bousaimap/index.html?code=1
https://disaportal.gsi.go.jp/hazardmap/bousaimap/index.html?code=1
https://disaportal.gsi.go.jp/hazardmap/bousaimap/index.html?code=1
https://disaportal.gsi.go.jp/hazardmap/bousaimap/index.html?code=1
https://disaportal.gsi.go.jp/hazardmap/bousaimap/index.html?code=1
https://disaportal.gsi.go.jp/hazardmap/bousaimap/index.html?code=1
https://disaportal.gsi.go.jp/hazardmap/bousaimap/index.html?code=1
https://disaportal.gsi.go.jp/hazardmap/bousaimap/index.html?code=1


近畿地方整備局A-2 被害の想定

ハザードマップポータルサイト：洪水、土砂災害、津波、高潮、ため池

URL：https://disaportal.gsi.go.jp/hazardmap/index.html
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参 考

各種ハザードマップ等
の確認が行える

A-2 被害の想定

申込要領P17

https://disaportal.gsi.go.jp/hazardmap/index.html
https://disaportal.gsi.go.jp/hazardmap/index.html
https://disaportal.gsi.go.jp/hazardmap/index.html
https://disaportal.gsi.go.jp/hazardmap/index.html
https://disaportal.gsi.go.jp/hazardmap/index.html


近畿地方整備局A-2 被害の想定

・計画書の構成内容について概要を説明
・A～Ｆの関係性や、実災害時のフローなどに絡

めて何のためにこれをするのかをしっかり説明
出来たらなお良し。（とりあえず箇条書き）
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A重要業務の対応
・災害直後から時間軸に沿って自社が行うべき重要業務を設定し、対応の流れ（発災後3～7日後程
度）を整理します。ハザードマップから自社の想定最大規模の被害についても整理を行います。

対応拠点

代替拠点

国土交通省 ハザードマップポータルサイト

• 申込要領P11,P12を整理して記載

• 大きく６項目。確認項目名、確認内容を体系
的に図等で整理。

➢ 対応拠点、代替拠点が受ける被害の想定をハザードマップにて確認

ハザードマップによる被害想定

＜作成のポイント＞
✓ 想定最大規模の浸水区域を確認し、対
応拠点、代替拠点等の位置をプロット。

✓ ハザードマップが最新版であることを確
認

想定最大規模

作成例【様式集A-2-②】

A-2 被害の想定

申込要領P16

審査で特に指摘の多い項目

水害ハザードマップ（大阪市中央区）

対応拠点、代替拠点を
プロット

【ハザードマップによる被害想定】
 懸念されている各種災害として、地震、
洪水、土砂災害、津波、高潮、内水、
ため池等について確認

各種ハザードマップにて
被害の有無を確認。

拠点の市町村で作成しているハザードマップ
の種類が違うので注意が必要。

※市町村で地震ハザードマップを作成していない
場合は府県・国の震度分布を引用してください。



近畿地方整備局A-2 被害の想定

懸念される各種災害について
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【記載必須項目】
✓ 対応拠点、代替拠点において、
想定される各種災害を整理

【多く見られる指摘事項】
・懸念される災害の種類に漏れがある。
・代替拠点の災害想定について記載がない。

高潮、内水、
ため池等に
ついても確
認する

懸念される各種災害の一覧

A-2 被害の想定

作成例（様式集A-2-①⑤）

➢ ハザードマップから対応拠点、代替拠点が受ける被害の想定を記載

作成イメージ

＜作成のポイント＞
✓ 代替拠点についても被害想定が必要。

申込要領P15

審査で特に指摘の多い項目

代替拠点につい
ても記載



近畿地方整備局A-2 被害の想定

建物の耐震性、目視点検
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【多く見られる指摘事項】
✓ 代替拠点についての記載がない。
✓ 建築時期の記載がない。

A-2-③～A-2-④

建物の耐震性に関する状況把握

【記載必須事項】
✓ 対応拠点、代替拠点について建物の建
築時期、目視による点検結果を整理。

作成例（様式集A-2③④）

➢ 対応拠点、代替拠点等の建物の耐震性を、建築年度から把握。
➢ 拠点種別毎の建築時期、目視による異常有無について確認。
※記載の中身（建築時期、構造など）は審査に影響しない。

＜作成のポイント＞
✓ 代替拠点についても対応拠点と同様に整理。

申込要領P15

審査で特に指摘の多い項目

建築年度を確認 目視による異常有無

代替拠点についても記載

施設名 拠点種別 構造・階数 建築時期
ｓ56年6月
以前か？

耐震診断・補強の
有無(その結果）

目視による異常の有無
（異常の内容）

耐震性診断・工事の予定・
検討状況

○○ 対応拠点
鉄筋コンクリート

3階建て
S50年〇月 以後 未実施 あり(梁に亀裂）

耐震診断を令和〇年〇月
に予定

△△ 代替対応拠点
鉄筋コンクリート

3階建て
Ｈ〇年〇月 以後

S56年6月以降の
新耐震基準にて設

計・施工
無し 予定なし



近畿地方整備局
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Aー3 災害発生後の重要業務の対応

災害発生後の重要業務の対応手順

＜作成のポイント＞
✓ 就業時間内・外のそれぞれの手順を

作成。
✓ 発災後から3～7日後程度までの対応

を整理。
✓ 着手時間、完了時間（目標）を整理。

✓ 就業時間内・就業時間外で対応
手順が異なる場合は、表を２つ作
成し、どちらについてのことなの
か分かるように記載。

時間軸を記載

作成例（様式集A-3-②）

対応手順を記載 完了時間（目標）を記載

➢ 災害直後から時間軸に沿って自社が行うべき重要業務を設定し、対応の流れ（発災後3～7日後程度）を整理。

就業時間内・就業時間外ともに同様の手順
とする場合は、この※書きは削除しないで
ください。



近畿地方整備局Aー3 災害発生後の重要業務の対応

・計画書の構成内容について概要を説明
・A～Ｆの関係性や、実災害時のフローなどに絡

めて何のためにこれをするのかをしっかり説明
出来たらなお良し。（とりあえず箇条書き）
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A重要業務の対応
・災害直後から時間軸に沿って自社が行うべき重要業務を設定し、対応の流れ（発災後3～7日後程
度）を整理します。ハザードマップから自社の想定最大規模の被害についても整理を行います。

時間軸

発災後
3～7日後
程度を整理

• 申込要領P11,P12を整理して記載

• 大きく６項目。確認項目名、確認内容を体系
的に図等で整理。

重要業務の対応手順

A-3
災害発生後の重要
業務の対応

作成例（様式集A-3-①）

災害発生後の重要業務の対応手順

申込要領P19

※参集する時間と人員は審査対象ではありませんが、記入しておくことで調べずにすぐに対応が出来ます。

➢ 様式集A-3-②で作成した重要業務の対応手順の簡略版を作成。（任意）

着手時間 対応手順 完了時間(目標） 備考

直後
来訪者・社員などの負傷者対応、避難誘導、安否確認、

初期消火等の応急対処
〇時間以内

1時間以内
社屋、設備の被害状況の調査

施工中の現場の被害状況の確認・二次災害防止
〇時間以内

2時間以内 災害対策本部立ち上げ、事業継続の判断 〇時間以内

24時間以内 重要業務の実施可能時間の見積もりと実行指示 〇日以内

重要業務の対応手順と矛盾が
生じないよう注意

＜作成のポイント＞
✓ 重要業務の目標時間は、社員の参集にかかる時間や時間ごとの参集人

数の予想をもとに設定。



近畿地方整備局申込にあたっての留意点

• 申込要領P11,P12を整理して記載

• 大きく６項目。確認項目名、確認内容を体系
的に図等で整理。
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項目 審査における主な確認内容 よくある指摘内容 作成時の留意点

【A-2】①
被害の想定
（申込要領P16
参照）

懸念されている各種災害が記
入されているか。

✓ 懸念される災害に漏れがある。

✓ 国土交通省ハザードマップ
ポータルサイトを確認のう
え、対応拠点、代替拠点 
両方の位置を示す。

◼ 地震災害
https://disaportal.gsi.go.jp/
hazardmap/bousaimap/ind
ex.html?code=1

◼ 洪水、土砂災害、津波、
高潮、内水氾濫、
ため池決壊
https://disaportal.gsi.go.jp/
hazardmap/index.html

【更新時】
ハザードマップが最新であるか
を確認。

【A-2】②
被害の想定
（申込要領P16
参照）

対応拠点、代替拠点等周辺
の災害を想定しているか。

✓ 一部の災害に関するマップし
か添付されていない。 

✓ 代替拠点等のプロットがされて
いない。 

✓ ハザードマップが最新のマップ
でない。

【A-2】⑤
被害の想定
（申込要領P16
参照）

対応拠点、代替拠点等の建
物が受ける被害の想定を確
認しているか。

✓ 代替拠点について記載されて
いない。 

A 重要業務の対応

：審査で特に指摘が多くみられる内容

現在公表されている留意事項（新規用と更新
用を合体）にあわせました



近畿地方整備局

B 災害時の対応体制

30



近畿地方整備局B-1 安否確認、避難誘導方法

安否確認方法について（１／２）

安否確認リスト表 

（安否確認実施方法）
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B-1-①

作成日：○○年○○月○○日

【多く見られる指摘事項】
✓ 夜間・休日についての記載がない。
✓ 安否確認担当者（代理者）の記載がない。
✓ 作成日の記載がない。

【記載必須項目】
✓ 災害時に、夜間・休日でも担当者（又は代

理者）が安否を確認できる実施方法・体制

➢ 災害時に、夜間・休日でも担当者が安否を確認できる実施方法・体制について記載。

作成例（様式B-1①③④⑤）
＜作成のポイント＞
✓ 安否確認実施方法、連絡体制の作成日。
✓ 安否確認の発動基準、安否確認担当者（代理者）。
✓ 実施場所、連絡手段、連絡がとれない場合の対応等。

申込要領P23

安否確認リスト表

安否確認責任者

責任者：○○ ○○
代理者：○○ ○○

安否確認の担当体制 担当者：○○ ○○

安否確認の実施場所
対応拠点：○○ ○○
代替拠点：○○ ○○

安否確認の手順・方法（夜間・休日の場合も
適用）

① 会社携帯メールにて一斉に送信する。
② 安否確認システムを利用して実施する。
③ 必要に応じて携帯・SMS・電話を活用する。

安否確認の発動基準
① ○○市内において震度○以上の地震が発生
② ○○市内に大雨警報が発令、または冠水が発生

夜間・休日も安否確認が行える
方法・体制



近畿地方整備局

緊急連絡体制表

氏名 (例)自宅電話 (例)携帯電話 (例)メールアドレス

○○ ○○ ○○-○○○○-○○○○ ○○-○○○○-○○○○ ○○○＠○○.○○.○○.jp

○○ ○○ ○○-○○○○-○○○○ ○○-○○○○-○○○○ ○○○＠○○.○○.○○.jp

○○ ○○ ○○-○○○○-○○○○ ○○-○○○○-○○○○ ○○○＠○○.○○.○○.jp

○○ ○○ ○○-○○○○-○○○○ ○○-○○○○-○○○○ ○○○＠○○.○○.○○.jp

○○ ○○ ○○-○○○○-○○○○ ○○-○○○○-○○○○ ○○○＠○○.○○.○○.jp

B-1 安否確認、避難誘導方法

安否確認方法について（２／２）

（安否確認連絡体制） 

※個人情報や社外秘等については、黒塗りや別ファイル参照でも可。

緊急連絡体制表
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【記載必須項目】
✓ 確実につながる連絡手段（メール等）又は

複数の連絡手段

【多く見られる指摘事項】
✓ 連絡体制表に連絡手段（TEL・メール等）
の記載がない。

✓ 作成日の記載がない。

B-1-②、B-1-④

作成日：○○年○○月○○日

作成例（B-1-②）
＜作成のポイント＞
✓ 確実につながる連絡手段（メール等）又は複数の
連絡手段

➢ 災害時においても、社員の「安否を確実に確認」する方法を決めておくことが重要。

申込要領P23

複数の連絡手段（TEL・メール等）を記載



近畿地方整備局

社員、顧客・来訪者の安全な避難誘導

事業所名、建物名等 株式会社○○○○

避難誘導責任者とその代理者
False 責任者：○○ ○○（所属）
代理者：○○ ○○（所属）

顧客、来客の誘導方法

応接している社員が、責任を持って誘導する。
各課の○○担当者が避難誘導の訓練を受けているので、その者がいればその指示に従う。
地震の場合、屋外避難が必要かどうかを誘導者が早急に把握。必要であれば、下記避難先に誘導。屋外避
難が必要なければ、来訪者は○○に誘導する。

社員(協力企業、派遣社員を含む)の避難
方法

地震の場合、屋外避難が必要であるかどうかを、避難担当者(各課の○○担当者が避難誘導の訓練を受け
ている)が判断。
避難担当者が周りに不在の場合、各社員が判断。(社屋には耐震性があるので、火災の発生、ガスの漏出、
建物の明確な傾きがない場合には、屋内にとどまる。)
屋外避難が必要な場合には、エレベーターを使わず、階段を使って避難する。
具体の避難方法は、避難担当者がいればその指示に従う。屋外に出た場合には、点呼・安否確認をするので、
避難先の集合場所に必ず集合する。

避難経路 別図参照

避難先(集合場所) 隣接する○○公園内の東側入口付近

近隣の避難場所又は避難所 ○○小学校（所在地）

B-1 安否確認、避難誘導方法

※災害種別、被災状況により避難経路が変わるため、避難経路図は割愛しても構いません。

※建物が堅牢で、床高が津波や河川氾濫による浸水深より高い場合には、屋内上階への避難・誘導も考えられます。

避難誘導方法について
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申込要領P23

社員、顧客・来訪者の安全な避難誘導

【記載必須項目】
✓ 社員、顧客・来訪者の安全な避難誘導方法

作成例（B-1-⑥）
＜作成のポイント＞
✓ 社員、顧客・来訪者の安全な避難誘導を記載

顧客、来客の誘導方法



近畿地方整備局B-2 費用のさほどかからない対策

費用のさほどかからない対策

費用のさほどかからない対策の実施状況
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【記載必須項目】
✓ 災害時の災害防止対策の内容と

必要性を整理

【多く見られる指摘事項】

✓ 実施予定日（R.〇.〇）
の記載がない。

※上記の記入例は、更新期間が「３年」の場合。更新期間が「２年」の場合は、「R4.4」時点の実
施状況と実施予定を記入してください。

※新規申込の場合は、現時点のみ記載

作成例（B-2-1） ＜作成のポイント＞
✓ 未実施の対策については実施予定時期（年月）を記載

申込要領P24

➢ 前回申込時以降の進捗状況を把握するため、前回申込時の実施状況と現時点の実
施状況を整理。（新規申込の場合は、現時点のみ記載）

審査で特に指摘の多い項目

項目 想定被害 必要な対策

実施状況 実施予定

●●年
●月

○○年○月 ●●年●月 ○○年○月

(例)書棚・ロッカー 転倒 平積み又は固定 未実施 実施済み ○○年○月 －

(例)ＰＣ 転倒・破損 固定 未実施 実施済み ○○年○月 －

(例)資材棚 転倒 固定又は連結 未実施
30架中、15架実
施済み

○○年○月(15架
済み)

○○年○月(15架
済み)

(例)サーバ、PC データ消失 バックアップ 未実施 継続実施 年内に実施 継続実施

(例)電源 停電 可搬型発電機 未実施 未実施 ○○年度に導入 ○○年度に導入

青枠：前回申請時
の実施状況/実施
予定日
赤枠：今回申請時
の実施状況/実施
予定日

前回申請時の確認時期
（R●●年●月）と対策実施
状況（実施／未実施）を記載

今回申請時の確認時期
（R○○年○月）と対策実施
状況（実施／未実施）を記載

未実施の対策については
実施予定時期（年月）を記載

サーバ、PC等のデータ
のバックアップについて
は、
対策を推奨いたします。



近畿地方整備局

二次災害の防止

災害 想定される二次災害 本社における対応内容防止策 現場における対応防止策
代表者

（代理者）
関連防止計画

地震

火災
•社員、訪問客の避難誘導
•消防署への通報

• 社員、訪問客の避難誘導
• 消防署への通報

○○ ○○
代理：○○ ○○ 消防計画

建物倒壊
•社員、訪問客の避難誘導
•建物診断(目視)の実施

• 社員、作業員の避難誘導
• 立入禁止処置

○○ ○○
代理：○○ ○○

各現場施工計画
書

水害

建物の浸水（津波） •津波による浸水発生時
• 〇〇支店は「津波避難ビル指定」のため、
上層階に避難

○○ ○○
代理：○○ ○○

避難計画

河川の氾濫 ―
• 社員、作業員の避難誘導
• 行政機関への通報
• 応急処置

各現場担当者
各現場施工計画
書

B-3 二次災害の防止

二次災害の防止について

B-3 二次災害の防止

35

作成日：○○年○○月○○日

【記載必須項目】
✓ 個人名が記載される場合、二次災害
防止策の作成日の記載が必要。

【多く見られる指摘事項】
✓ 作成年月日の記載がない。

作成例（B-3-①）
＜作成のポイント＞
✓ 「本資料の作成年月日」（個人名が記載される場合） 
✓ 「代理順位」 ・「役職」等

➢ 対策実施の必要性があれば、その内容、防止策、実施時期、代表者などを記載。

申込要領P25

代理者を記載



近畿地方整備局B-4 災害時の対応体制

対応体制・指揮命令系統について

対応体制・指揮命令系統 作成日：〇〇年○○月○○日

36

【記載必須項目】
✓ 災害時の各役割と対応体制。

【多く見られる指摘事項】
✓ 対策本部長の代理、班長の代理の記載がない。
✓ 連絡体制表が最新のものではない。

申込要領P25

作成例（B-4①②③④⑤⑥）

＜作成のポイント＞
✓ 災害時の「各役割」、役割ごとの「役職」等
✓ 災害時の「対応体制」、上記の役割間の指示系統や
連絡手段等。

➢ 緊急時の対応体制と指揮命令系統を記載

代理者を記載

指揮命令系統図

注）応急復旧班については他の班との兼任でも可

災害協定・対策対応班
※応急復旧班を兼務

災害協定・対策対応

災害対策本部長代理 班長：○○ ○○（所属） 班長代理：○○ ○○

○○ ○○部長 電話： 電話：

電話： 携帯電話： 携帯電話：

携帯電話： 携帯メール： 携帯メール：

携帯メール：

連絡・情報収集班 連絡・情報収集班

災害対策本部長 班長：○○ ○○（所属） 班長代理：○○ ○○

○○ ○○社長 電話： 電話：

電話： 携帯電話： 携帯電話：

携帯電話： 携帯メール： 携帯メール：

携帯メール：

総務・支援班 総務・支援班

班長：○○ ○○（所属） 班長代理：○○ ○○

電話： 電話：

携帯電話： 携帯電話：

携帯メール： 携帯メール：

【体制発動の基準】
○○市内において震度〇以上の地震が発生
または〇〇市内に大雨警報が発令、または冠水が発生



近畿地方整備局申込にあたっての留意点

• 申込要領P11,P12を整理して記載

• 大きく６項目。確認項目名、確認内容を体系
的に図等で整理。

37

項目 審査における主な確認内容 よくある指摘内容 作成時の留意点

【Ｂ－２】
費用のさほど
かからない対
策 （申込要領 
Ｐ25 参照）

建物や設備等について、多大
な費用がかからない範囲で対
策に着手しているか。

✓ 前回申込み時からの地震対
策等の実施状況が記載され
ていない。 

✓ 必要な地震対策を記載して
いるが、未実施かつ対策実
施予定について記載されて
いない。

✓ 更新申込の場合は、前回申
込み時点及び今回申請時点
の対策状況を記載する。
※新規の場合、現時点のみ
記載

✓ 未実施の対策については、実
施予定時期（年/月）を明記

B 災害時の対応体制

：審査で特に指摘が多くみられる内容



近畿地方整備局

C 対応拠点の確保

38



近畿地方整備局

➢ 災害時には、社内や周辺の被害状況に関する情報を収集するとともに、関係会社等と
確実に連絡をとり事業を継続するための対応拠点を事前に決めておくことが重要。

C-1 対応拠点、代替拠点の確保①

対応拠点の概要

対応拠点について

39

【記載必須項目】
✓ 緊急参集者の記載
✓ 拠点の名称、場所、連絡先、設備の記載

【多く見られる指摘事項】
✓ 緊急参集者の記載がない。
✓ 拠点について整っている設備の記載がない。

申込要領P27

＜作成のポイント＞
✓ 災害対策本部の設置場所を記載
✓ 住所、連絡先設備（機器関係、蓄材等）を記載
✓ 対応拠点の災害時に想定される危険要素を記載

作成例（C-1-①②③④）

緊急参集者についても記載

1.対応拠点名 (例)株式会社〇〇 本社 (会議室)

2.設置場所・連絡先(担当者)
住所:
電話:
メール: (担当:〇〇)

3.災害対策本部の設置権限者、代理者
設置権限者:災害対策本部長(取締役社長)
設置権限者(代理):工事部部長

4.緊急参集者 災害対策本部メンバー(〇人)

5.初動対応発動基準
(災害対策本部の設置基準)

① 〇〇市内において震度〇以上の地震が発生
② 〇〇市内に大雨警報が発令、または冠水が発生

6.対応拠点に備える設備
電話回線:〇〇回線、FAX機:〇〇台、パソコン:〇〇台、
ホワイトボード:〇〇、台非常用発電機:〇〇台



近畿地方整備局C-1 対応拠点、代替拠点の確保②

代替拠点の概要

40

【記載必須項目】
✓ 緊急参集者の記載
✓ 拠点の名称、場所、連絡先、設備の記載

【多く見られる指摘事項】
✓ 緊急参集者の記載がない。
✓ 拠点について整っている設備の記載がない。
✓ 代替拠点の施設保有者の了解文書がない。

申込要領P27

代替拠点について
➢ 大規模災害等により対応拠点が被災し使用できない場合、「代替拠点」の確保や、連
絡をとり対応を決めるための「代替連絡拠点」を選定していることが重要。

＜作成のポイント＞
✓ 代替拠点又は代替連絡拠点の設置場所を記載
✓ 住所、連絡先設備（機器関係、蓄材等）を記載
✓ 自社以外を代替連絡拠点としている場合、所有者と交
わした了解文書の写し等を添付

作成例（C-1-①②③④）

緊急参集者及び意思決定者
についても記載

1.代替拠点名 (例)株式会社〇〇 〇〇営業所

2.設置場所・連絡手段(担当者)
住所:
電話:
メール: (担当:〇〇)

3.緊急参集者及び設置権限者
(意思決定者) 災害対策本部メンバー(〇人)

設置権限者及び意思決定者:災害対策本部長(取締役社長)
設置権限者及び意思決定者(代理):工事部部長

4.代替拠点設置の判断基準
対応拠点が倒壊や浸水によって使用不可となった場合、災害対策本部メンバーは安全
を確保しながら代替拠点へ移動する。

5.代替拠点設置に備える設備
電話回線:〇〇回線、FAX機:〇〇台、パソコン:〇〇台、
ホワイトボード:〇〇台、非常用発電機:〇〇台



近畿地方整備局C-2 対応拠点を置く場合の発動基準 

41

申込要領P27

災害対応の体制をとる基準
➢ 社員各自の判断で対応拠点や担当の現場に参集を始めるなどの行動に移れるように
するため、初動対応の「発動基準」を明確に決めておくことが重要。

＜作成のポイント＞
✓ 発動基準となる数値（震度や雨量など）や警報 
✓ 対応拠点が使用不可となり、代替拠点へ移行する場合の意思決定者 
✓ 対応拠点が使用不可となると想定される理由 （対応拠点建物の損傷、
対応拠点周辺の浸水）等 

作成例（C-2-①）

審査で特に指摘の多い項目

※対応拠点、代替拠点の概要に記載でも可

意思決定者を記載

使用不可となると
想定される理由 

発動基準
（震度、数値）

初動対応発動基準
(災害対策本部の設置基準)

① 〇〇市内において震度〇以上の地震が発生
② 〇〇市内に大雨警報が発令、または冠水が発生

緊急参集者及び設置権限者
(意思決定者) 災害対策本部メンバー(〇人)

代替拠点移行の意思決定者:
(例)災害対策本部長(取締役社長)

代替拠点移行の意思決定者(代理):
(例)工事部部長

代替拠点設置の判断基準

対応拠点が倒壊や浸水によって使用不可となった場合、災害対策本部メン
バーは安全を確保しながら代替拠点へ移動する。



近畿地方整備局申込にあたっての留意点

• 申込要領P11,P12を整理して記載

• 大きく６項目。確認項目名、確認内容を体系
的に図等で整理。

42

項目 審査における主な確認内容 よくある指摘内容 作成時の留意点

【Ｃ－２】
対応拠点を置く
場合の発動基
準 （申込要領 
Ｐ28 参照）

緊急時の応援態勢を立ち上
げる発動の基準や代替拠点
へ移行する意思決定者が明
確に決まっているか。

✓ 対応拠点を代替拠点へ移行
する意思決定者の記載がさ
れていない。 

✓ 対応拠点が使用不可となる
と想定される理由が記載さ
れていない。 （津波浸水、建
物の損傷等） 

✓ 代替拠点移行の意思決定者
を明記

✓ 対応拠点が使用不可になる
場合の想定理由を記載

C 対応拠点の確保

：審査で特に指摘が多くみられる内容



近畿地方整備局

D 情報発信・情報共有

43



近畿地方整備局D-1 発災直後に連絡を取ることが重要な関係先の連絡先

連絡相手方
組織名

連絡の
重要度

連絡先
担当者

連絡手段
・連絡先

連絡する趣旨
当社担当者
及び代理者

近畿地方整備局
〇〇事務所

高
○○課

氏名：○○ ○○

TEL：
FAX：
メール：

・発注者側の対応体制
の把握

担当：〇〇
代理：○○

○○建設協会 高
○○課

氏名：○○ ○○

TEL：
FAX：
メール：

・災害復旧業務の各社
の役割分担

担当：〇〇
代理：○○

〇〇市役所 中 〇〇課
TEL：
FAX：
メール：

・被災状況の報告
担当：〇〇
代理：○○

〇〇警察署 中 〇〇課
TEL：
FAX：
メール：

・被災状況の報告
担当：〇〇
代理：○○

作成日：○○年○○月○○日

連絡先について

災害発生時の連絡先

※個人情報や社外秘等については、黒塗りや別途ファイルの参照先の記載でも可。 44

【記載必須項目】
✓ 災害・事故発生直後に、連絡すべき顧客

や関係先や連絡する趣旨

【多く見られる指摘事項】
✓ 連絡先リストの作成日の記載がない。
✓ 相手先の担当者の記載がない。

申込要領P29

➢ 発災直後に連絡をとることが重要な顧客や関係先と自社について、相互の連絡対応窓
口の連絡先を記載。

＜作成のポイント＞
✓ 関係先ごとの「組織名称」 、「担当者所属・氏名」 、「連絡手段」 、
「連絡先」 、「連絡する趣旨」、「本資料の作成年月日」を記載

✓ 自社の連絡対応窓口（担当者、代理者）を記載

作成例（D-1-①②③）

複数の通信手段を確保

自社連絡担当者と
代理者を記載



近畿地方整備局

E 人員と資機材の調達

45



近畿地方整備局

➢ 災害時において組織が迅速に災害時の事業継続もしくは再開を行うために、まず、自
社で保有している「人員や資機材」の種類や量を把握していることが重要。

＜作成のポイント＞
✓ 「人員」「資機材」について、確認した年月日、資機材の種類、数量、
保管場所等を記載

作成例（E-1-①②）

E-1 自社で保有している資源の認識

自社で保有している人員、資機材、備蓄品について（１／３）

自社で保有している人員、資機材等

資源名 種類 数量 保管場所 確認時期

人員
１級土木施工管理技士 ○人 - R〇.〇.〇

○○運転免許保有者 ○人 - R〇.〇.〇

・・・

機材

バックホウ0.1m3 ○台 資材置場 R〇.〇.〇

2tダンプトラック ○台 本社駐車場 R〇.〇.〇

社有車 ○台 本社駐車場 R〇.〇.〇

・・・

資材

ブルーシート ○枚 倉庫 R〇.〇.〇

土嚢袋 ○袋 倉庫 R〇.〇.〇

トラロープ ○本 倉庫 R〇.〇.〇

カラーコーン ○個 倉庫 R〇.〇.〇

・・・

・・・

・・・ 46

【記載必須項目】
✓ 人員や資機材等の種類、数量、保管

場所

【多く見られる指摘事項】
✓ 資材の個数や保管場所の記載がない
✓ 人員についての記載がない

申込要領P31

種類、数量、保管場所などを記載



近畿地方整備局E-1 自社で保有している資源の認識

応急対応メンバーのための備蓄

品名 個数 保存期限 保存場所 管理責任者 確認日 備考

飲料水
500mℓ

10箱
(24本入)

2030年7月 倉庫 ○○〇〇 R〇.〇.〇 10人×3日分

非常食
(カップ麺)

20箱
(5個入)

2030年7月 倉庫
○○〇〇

R〇.〇.〇 10人×3日分

非常食
(乾パン)

30缶
(3食入)

2030年7月 倉庫
○○〇〇

R〇.〇.〇 10人×3日分

・・・

47

【多く見られる指摘事項】
✓ 備蓄品量、飲料水の記載が要領通りではない。
✓ 備蓄品の保管場所について記載がない。

目標は３日分以上を確保

【記載必須項目】
✓ 備蓄品、数量、確認年月日、

想定人数・日数

自社で保有している人員、資機材、備蓄品について（２／３）

＜作成のポイント＞
✓ 応急対応業務を担当するメンバー、できれば社員全員の活動するための備蓄品、数量
を具体的に記載（目標は３日分以上を確保）。

申込要領P31

審査で特に指摘の多い項目

単位を記載

容量を記載

➢ 応急対応メンバーのための備蓄

記載例：食糧○人○日分：○個、水○人○日分：○Lペットボトル○本）

作成例（E-1-③）



近畿地方整備局E-1 自社で保有している資源の認識

自社で保有している人員、資機材、備蓄品について（３／３）

資源名 種類 数量 保管場所 確認日

機材

バール ○本 倉庫 R〇.〇.〇

のこぎり ○個 倉庫 R〇.〇.〇

スコップ ○個 倉庫 R〇.〇.〇

チェーンソー ○台 倉庫 R〇.〇.〇

担架 〇セット 倉庫 R〇.〇.〇

・・・

・・・

災害時の救出用機材等の備蓄

48

申込要領P31

※機材の確保の調達予定がある場合はその予定日を記載。

＜作成のポイント＞
✓ 閉じ込め・下敷きの救出に必要な機材について、確保している機材名、数量及び保管
場所を記載。

確保している種類、数量、保管場所などを記載

➢ 災害時の閉じ込め・下敷きの救出に必要な機材

作成例（E-1-④）



近畿地方整備局E-2 協力会社との緊急時の連絡先、連絡手段の相互認識

作成日(更新日)：〇〇年〇〇月〇〇日

連絡
相手方名

連絡
重要度

連絡先
担当者

連絡方法 連絡する趣旨
当社担当
及び代理

○○会社 高 所属・氏名
電話、FAX、PCメール、
携帯電話、携帯メール等

人員の確保
○○課長
○○係長

○○会社 高 ○○ 機材・車両等のリース
○○係長
○○主任

○○会社 高
○○部
○○係長

材料の調達達（土嚢袋、
鋼材、セメント等）

○○係長
○○主任

○○会社 中
○○課
○○様

燃料の調達
○○係長
○○主任

協力会社との緊急時の連絡先について
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【多く見られる指摘事項】
✓ リストの作成日付の記載がない
✓ 調達先担当者の記載がない。

注）個人情報・社外秘等は、黒塗りまたは別途ファイルの参照先の記載でも可

何を調達するか具体的に記載

災害時にもつながりやすいも
のを含めて、予定しているもの
全てを記載

【記載必須項目】

申込要領P32

人員、資機材の調達先

➢ 災害時に不足する資源の提供を依頼できるよう、常日頃から取引している協力会社な
どの「連絡先」を把握していることが重要。

作成例（E-2-①） ＜作成のポイント＞
✓ 連絡すべき調達先の「組織名称」、「担当者所属・氏名」、「連絡手段」、
「連絡する趣旨」、「本資料の作成年月日」を記載

✓ 自社の連絡対応窓口（担当者、代理者）を記載

災害時にもつながりやすいものを
含めて、予定しているもの全てを
記載

自社連絡担当者と
代理者を記載

作成日を記載



近畿地方整備局申込にあたっての留意点

• 申込要領P11,P12を整理して記載

• 大きく６項目。確認項目名、確認内容を体系
的に図等で整理。

50

項目 審査における主な確認内容 よくある指摘内容 作成時の留意点

【Ｅ－１】
自社で保有し
ている資源の
認識 （申込要
領 Ｐ32 参
照）

応急対応業務を担当する
メンバー、できれば社員
全員が活動するための備
蓄品を備蓄しているか。 
備蓄量が満たない場合は
不足理由を記載している
か。 

✓ 備蓄目標数が記載され
ていない。 

✓ 飲料水の容量単位が記
載されていない。

✓ 備蓄目標数を記載

✓ 飲料水は容量単位も記載

E 人員と資機材の調達

：審査で特に指摘が多くみられる内容



近畿地方整備局

F 訓練と改善の実施

51



近畿地方整備局F-1 訓練計画及び実績

作成日：〇〇年〇〇月〇〇日

災害時の対応訓練予定（訓練計画）について

訓練名称 訓練目的・内容 参加者・対象者 予定時期 実施場所

災害時対応の
確認訓練（机上）

事業継続計画の応急対応、事業継
続の部分を読み合わせ、各要員は行
うべき対応を確認する。

災害対策本部参集
メンバー 5月 本社会議室

避難・誘導訓練
事業継続計画の応急対応、事業継
続の主要部分の実施訓練を行う。 災害対策本部参集

メンバー及び現場
担当者

5月
対応拠点・代
替拠点

安否確認訓練
安否確認時の緊急連絡網を元に、全
社員に対し安否を問う連絡を行い、
回答を求め、結果を集計する。

10月 対応拠点

52

【多く見られる指摘事項】
✓ 計画の作成日がない。
✓ 訓練の実施計画の記載がない。

➢ 災害時にも事業を継続または迅速に再開するには、全社員が対応の内容を認識し、実
行できる必要があるため、「災害時対応の訓練」の実施が重要

作成例（F-1-①）
＜作成のポイント＞
✓ 訓練計画について｢訓練名称」 ・｢訓練実施予定時期」 ・｢訓練の目的
と内容」 ・｢参加予定者」を記載

災害時対応訓練計画

申込要領P35

改善計画作成日



近畿地方整備局F-1 訓練計画及び実績

災害時の対応訓練予定（訓練計画）について
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【多く見られる指摘事項】
✓ 計画の作成日がない。
✓ 訓練の実施計画の記載がない。

➢ 「災害時対応の訓練」として、毎年実施を推奨している訓練項目

申込要領P35

訓練 訓練目的 訓練内容例

机上訓練
①事業継続計画の読み合わせ、対応手
順の確認

①事業継続計画を理解し、災害時の
行動を想定するため。

①人事異動直後に事業継続計画
の読み合わせ。
①災害時に起こることを議論しな
がら、災害対応手順を確認。

初動対応訓練
①社員の安否確認の実施
②職場までの非常参集や避難経路の確
認
③本社-支社-現場間における緊急連絡
の実施
④組織外の関係者との緊急連絡の実施
⑤災害対策本部の立ち上げ

①社員の安否を確認するため。
②安全に職場へ向かう手段や、危険
箇所を避けたルートを確認するため。
③組織内での情報共有を迅速に行い、
対応方針を伝達するため。
④組織外の関係者等と情報共有をし、
連携を図るため。
⑤対応方針を明確にし、迅速かつ的
確な対応を行うため。

①安否確認システムによる安否
確認の実施。
②徒歩での参集ルートの確認。
③本社-支社-現場間で被害状況
や対応方針の伝達。
④組織外の関係者と緊急連絡を
実施し、災害対応資機材等の提
供連絡。
⑤本社-支社-現場間の被害情報、
対応方針に関する会議を実施。
（WEB会議も可）

資機材等の訓練
①災害対応資機材の始動訓練

①災害時に災害対応資機材が確実
に稼働し、適切に操作を行うため。

①災害対応資機材を現場へ運搬
し、稼働・操作を行う。
①衛星携帯電話の通信訓練。
①バックアップデータの復旧訓練。



近畿地方整備局

改善の実施時期 改善（見直し）する項目 チェック 担当者

年１回
毎年7月

組織改編による災害対策本部の構成変更 ☐ ○○ 〇〇

ハザードマップ更新に伴う被害想定及びBCP対象災
害の変更

☐ ○○ 〇〇

事前対策（事業継続の課題の改善）等を踏まえ
たBCP全般の見直し

☐ ○○ 〇〇

実践を踏まえた事業継続計画の見直し ☐ ○○ 〇〇

F-2 事業継続計画の改善計画及び平常時の点検計画・事業継続計画の改善内容

作成日：〇〇年〇〇月〇〇日

事業継続計画の改善計画について
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【多く見られる指摘事項】
✓ 計画の作成日がない。
✓ 改善計画の点検計画について記載がない。

事業継続計画の改善計画

➢ 定めた事業継続計画の内容を常に有効なものにするため、最低限１年に１回、定期的
に改善を行い、事業継続計画の改善の計画を定めることが重要

作成例（F-2-①）
＜作成のポイント＞
✓ 事業継続計画の改善計画として、「改善の実施時期」（適時）及び
「改善する項目（BCPの根幹にかかわる事項）

申込要領P36

審査で特に指摘の多い項目

実施時期

改善計画作成日

改善項目を記載

実施時期



近畿地方整備局

点検の実施時期 点検（維持管理）する項目 チェック 担当者

四半期毎
（年間：1月、4月、7月、10月）

人事異動によるメンバー変更 ☐ ○○ 〇〇

社員、関係会社の連絡先更新 ☐ ○○ 〇〇

顧客や関係会社等の取引先変更 ☐ ○○ 〇〇

重要なデータや文書のバックアップ実施状況 ☐ ○○ 〇〇

該当四半期に実施予定の定期点検が計画通りに実
施されたか。

☐ ○○ 〇〇

F-2 事業継続計画の改善計画及び平常時の点検計画・事業継続計画の改善内容

作成日：〇〇年〇〇月〇〇日

事業継続計画の平常時点検計画について
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【多く見られる指摘事項】
✓ 計画の作成日がない。
✓ 平常時の点検計画について記載がない。

➢ 事業継続計画の改善の計画を定め、掲載した内容を最新に保つための平常時の点検も欠かすこ
とのないよう、その計画も定めることが重要

＜作成のポイント＞
✓ 「点検の実施時期」及び「点検する項目」などの通常業務の中で実施する
作業や時点修正に関する事項を記載

事業継続計画の平常時の点検計画

申込要領P36

審査で特に指摘の多い項目

点検項目を記載

作成例（F-2-①）

実施時期

計画作成日を記載



近畿地方整備局申込にあたっての留意点

• 申込要領P11,P12を整理して記載

• 大きく６項目。確認項目名、確認内容を体系
的に図等で整理。
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項目 審査における主な確認内容 よくある指摘内容 作成時の留意点

【Ｆ－２】
事業継続計画
の改善計画等
の記載 （申込
要領 Ｐ36 参
照）

事業継続計画について、定
期的に点検し、改善・更新す
る計画を策定するとともに、
点検記録や改善・更新記録
を添付しているか。 

✓ 改善計画の作成（立案、更
新）日が記載されていない。

 
✓ 事業継続計画に、点検計画

または改善・更新計画の頻
度やサイクル、実施日等が
記載されていない。 

✓ 定期点検の実施記録が計画
に記載されている回数分添
付されていない。

✓ 各計画の立案・更新等の日付
を明記

✓ 点検または改善・更新実施頻
度を明記

✓ 計画で定めた回数分（最低年
1回以上の実施）の定期点検
実施記録を3年分（又は2年
分）漏れなく添付する。
※新規の場合は任意

F 訓練と改善の実施

：審査で特に指摘が多くみられる内容

修正済



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

４．申請資料の作成方法について
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近畿地方整備局

申請書様式
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近畿地方整備局近畿BCP認定制度の申込書類について

ここを
クリック

必ず最新の様式を
ダウンロードして
使用してください。

https://www.kkr.mlit.go.jp/bousai_tec/kensetubcp/index.html

近畿地方整備局 HP
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https://www.kkr.mlit.go.jp/bousai_tec/kensetubcp/index.html


近畿地方整備局近畿BCP認定制度の申込書類について
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https://www.kkr.mlit.go.jp/bousai_tec/kenset

ubcp/index.html

申込要領 Q＆A

https://www.kkr.mlit.go.jp/bousai_tec/kensetubcp/index.html
https://www.kkr.mlit.go.jp/bousai_tec/kensetubcp/index.html


近畿地方整備局様式１ 認定申込書

・ 府県名の記載漏れ   

（例：大阪府、兵庫県 等）

【記入必須項目】

① 会社名（フリガナ）

② 代表者名

③ 所在地

④ 電話番号

⑤ 認定番号（更新の場合のみ）

⑥担当窓口（所属、氏名、電話番号、
メールアドレス）

※よくある指摘事項※

61

様式１



近畿地方整備局様式２ 一般競争参加資格・等級

・ 資格通知書の期限切れ

※よくある指摘事項※
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様式２

近畿地方整備局より認定されている「一般競
争（指名競争）参加資格認定通知書」の写し、
「資格決定通知書（港湾空港関係）」の写し

を添付してください。



近畿地方整備局様式３ 確認項目、内容一覧

【記入必須項目】

黄色く塗られた箇所は必須で記入してください
① 会社名

② 所在地のチェック

③ 担当窓口の連絡先
④ 計画書に基づいた記載ページ

⑤ 記載有のチェック

・ チェックの未記載、漏れ

・ 様式３と事業継続計画書内に
 記載されたページの不一致

※よくある指摘事項※

63

様式３



近畿地方整備局BCP作成上のチェックポイント
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審査ポイント（様式３ チェックポイント）
A 重要業務の対応の記載例 BCP作成上のチェックポイント

BCP作成上の

チェックポイント
が記載されて
います。

※各チェックポイントの内容を満足する必要あり



近畿地方整備局様式４ 所属団体

【記入必須項目】

①所属業団体の有・無に〇付け

② 所属団体のチェック

③ ②に該当する団体がない場合、
その他の欄に団体名を記入

業団体

近畿地方整備局災害協定締結団体

・ 所属の有無に〇の付け忘れ
（その他に該当する場合も有に〇を
してください。）

※よくある指摘事項※
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様式４



近畿地方整備局様式５ 誓約書

－周知事項－

次回、更新時には最低でも１年に１回分※

の災害時対応訓練の実施が
求められます。

それに伴い、訓練実施記録の提出も
必須となります。

更新申込おいて、本年の訓練実施が
申込日から認定期間末日に予定され、
本年（認定期間中の最新年度）の訓練
が添付できない場合には誓約書（様式５）

の提出が必要となります。

様式５の提出が必要な場合とは…

66

様式５

※４月１日認定の場合
当年４月１日から翌年３月３１日までの１年間に１回
以上実施 



近畿地方整備局様式６ チェックリスト

【記入必須項目】

① 提出した書類へのチェック

・ チェック漏れ
このチェックリストを使用し、申請に
必要な書類が全て揃っているかを
確認してください。

※よくある指摘事項※
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様式６



近畿地方整備局様式７ 訓練記録・点検記録 一覧表

【記入必須項目】

① 事業継続計画書に記載の訓練記
録・点検記録のうち、必要事項を記載。

※よくある指摘事項※
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様式７



近畿地方整備局事業継続計画書

任意

申込要領P10・P11

確認事項と確認内容

A-1～F-2

様式３

BCP作成上の
チェックポイント

必要な項目

様式

審査ポイント
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災害時における事業継続力に関するアンケートについて

認定業者の約半数が計画どおり対応・活用でき、BCPの有効性が確認できました。

大阪府北部を
震源とする地震

70

12

55

4

8

5

0 20 40 60

①建物損壊
（一部倒壊含む）

②設備損壊

③停電、断水

④被災なし

⑤その他

⑤その他の主な回答
・エレベーター停止または使用停止（6件）
・建物の軽微な損傷・クラック（3件）
・舗装のひび割れ、道路陥没（2件）
・ガス漏れ（1件）
・塀の倒壊（1件）
・書類散乱、什器転倒（1件）

約30%の事業者が被災し、
約12%の事業者の建物や設備が損壊。

Ｑ１被災状況 Ｑ２初動対応

約90%の事業者は、概ね初動対応ができており、
事業継続計画の有効性が確認できた。

32

67

42

66

56

65

27

51

29

39

0

3

3

3

1

4

4

5

3

4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

できた 概ねできた
できなかった その他（無回答）

重要業務への対応
(負傷者対応、
       被災状況調査等)

社員の安否確認

各役職者の役割

重要な関係先との連絡
（建設業協会、関係会社等）

災害時にも強い連絡手段
（固定電話、携帯電話以外）

平成30年度の大阪府北部を震源とする地震発災時における建設事業者の対応状況と業継続計画の有効性の確認するため、アンケートを実施しました。
（対象業者：大阪府、京都府内の事業継続力認定業者の内、大阪府北部を震源とする地震発災時に震度５強以上を観測した105社にご協力いただきました）

アンケート結果（概要）

社

建設業BCP【事業継続計画】の有効性を確認
近畿地方整備局
建設事業継続力認定制度
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近畿地方整備局まとめ

■令和８年前期の申込期間

令和８年５月1日（金）～６月３０日（火）

■問い合わせ先

近畿地方整備局 防災室

TEL ： 06-6942-1141（代）

■詳細はHPをご確認ください
https://www.kkr.mlit.go.jp/bousai_tec/kensetubcp/index.html
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今後の参考にするために、本講習会に関するアンケート
にご協力をお願いいたします。

下記リンク（Microsoft Forms）よりアクセスいただきご回
答をお願いいたします。

■アンケートフォーム

https://forms.office.com/r/9PBg3yeAxx

■回答〆切り ５月１９日（火）

ご静聴ありがとうございました。

https://forms.office.com/r/9PBg3yeAxx
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